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6　当事者適格6　当事者適格

初めの1歩[13]
問題　　65歳のＡが親類のＹに1000万円を貸した。しかし、弁済がないまま8年が過ぎ、Ａの生活
が苦しくなった。見かねた隣人のＸが、Ａの承諾を得ないまま、自分が原告となって「Ｙは、Ａに対
し、1000万円を支払え」との判決を求める訴えを提起した。この訴えは適法か。
考え方　　仮に訴えが適法であるとしよう。Ｘが十分な証拠を提出することができないため、請求棄
却判決が確定し、ＡのＹに対する1000万円の債権は存在しないとの判断に既判力が生じた場合に、
この既判力がＡにも及ぶか否かが問題となる。

Ａにも及ぶとすると、Ａは、自分の権利を自分が当事者として関与しない訴訟により失うこ
とになる。
Ａには及ばないとすると、この訴訟でＹが勝訴した場合に、Ｙは、Ａから訴えられたとき、
前訴判決の既判力を援用することができないことになり、二重の応訴の負担を負う。

Ａ又はＹにそのような不利益を及ぼしてまでこの訴訟をすることにより守る必要のある利益がＸにあ
るわけでもない。したがって、Ｘは、この訴訟の正当な当事者となることができず、訴えは不適法と
して却下されるべきである。

当事者適格に関する最近の判例

6.1　意　義6.1　意　義

当事者適格とは、特定の請求について当事者として訴訟を追行し、本案判決を求めることができる資
格をいう。この資格を有するか否かは、次の2つの視点から判定される[15]。

（権利保護の視点）個々の訴訟において、原告が被告との間で請求認容判決を得ることによっ
て保護されるべき法的利益が存在するか、すなわち、原告が被告との間で請求認容判決を得る
ことにより、(1) 自己の法的利益を守ることができるか、又は、(2)原告が他人の法的利益を守
るべき立場にある場合に、その他人の法的利益を守ることができるか。
（紛争解決の視点） 個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決の名宛人となる
ことにより、有効な紛争解決をもたらすことができるか。

最終的には上記の2つの視点から総合的に判断されることではあるが（冒頭の設例参照）、両判定基
準は、通常は、一方が充足されれば他方も充足される関係にあり、いずれか一方の判定基準が充足さ
れれば、当事者適格が肯定されるのが通常である。

「当事者適格を有する者」を「訴訟追行権を有する者」あるいは「正当な当事者」ともいう。これら
は、同義の言葉として使われている[25]。当事者適格を欠く者の訴えは、有効な紛争解決をもたらさ
ず、また勝訴判決を与える必要もないので、却下される。 

当事者適格には、次の2つの作用が指摘されている。
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消極的作用　　ある者がある法律関係について請求認容判決を得ることについて正当な利益を
有する場合や、ある者を当事者としてある法律関係について本案判決をすると有効適切な紛争
解決がもたらされる場合には、その者に当事者適格が肯定される。しかし、それが肯定されな
い場合には、その者の訴訟追行を排除して、裁判資源の浪費を防ぐのがよい。当事者適格のこ
のような作用（不適格者の訴訟追行を排除する作用）を消極的作用という。当事者適格は、本
来は、このような作用のために導入された。
積極的作用　　多数人に関係のある事件について、その関係者の中から訴訟追行に最も適した
者を選びだし、その訴訟追行の結果をその他の者にも及ぼし、その反面、その他の者の訴訟追
行を排除するという作用。これは、判決効が拡張される場合を前提にした作用であり、比較的
新しく主張されるようになった作用である。

6.2　一般的基準6.2　一般的基準

当事者適格の一般的基準は、次のようなものである（［中野＝松浦＝鈴木*1998a］131頁（福永））
[2][3]。例外については、後述する。

正当な原告　　請求認容判決によって保護されるべき法的利益が帰属すると主張する者
正当な被告　　その者を被告として請求認容判決を得た場合に、原告の主張する法的利益が保
護されるという関係にある者

訴訟類型ごとにみると、次のようになる。
（ａ）確認訴訟では、確認の利益と一体的に判断されることになる。特定の権利関係について特定の
者を相手方にして確認判決（請求認容判決）を得ることによって保護されるべき法的利益が帰属する
と主張する者が正当な原告であり、その相手方が正当な被告である（前記の抽象的基準に付加すべき
事項は特にない）。 例：

Ｘは、Ａから建物を賃借した。Ｙがその建物は自己の所有物であると主張して明渡しを求めて
きた。Ｘは、Ｙとの紛争の解決のために、「本件建物がＡの所有に属することを確認する」と
の判決を求めて訴えを提起することができる。この訴訟でＸが敗訴した場合に、その既判力は
Ａに及ばない。しかし、それでも請求認容判決を得れば、Ｘの法的地位は安定する（Ｙから建
物を明け渡せと言われることはない）。それは、同時に、建物の明渡しを巡るＸＹ間の紛争の
解決をもたらす。もちろん、Ｘは、「ＹがＸに対して本件建物の明渡し請求権を有しない」こ
との確認請求を提起することもできるが、そのことは、前記所有権確認請求を妨げる理由には
ならない（いずれの訴えについてもＸは確認の利益を有すると考えるべきである）。

（ｂ）給付訴訟では、自分の請求権を主張する者（原告）と、その者によって義務者と主張された者
（被告）が正当な当事者である。原告の主張に従って判断される点に注意が必要である（［中野
*1994a］102頁以下参照）。 例：

Ｘは、Ｙに１００万円を貸したと主張して、Ｙを被告にその返還請求の訴えを提起した。審理
の結果、本当の借り主はＹではなく、消費貸借契約の締結の際にＹに付き添っていたＡである
と裁判所は判断した。裁判所は、訴えを却下すべきか。この場合でも、ＸはＹが債務者である
として訴えを提起しているのであるから、Ｙは被告適格を有する。裁判所は、Ｙに対する請求
を棄却すべきである。 XのＹに対する請求を棄却する判決の既判力は、その後におけるＸ・Ａ
間の訴訟には及ばない（115条1項参照）。Ｘは、Ａを被告にして、あらためて前記消費貸借
契約に基づく貸金返還請求の訴えを提起することができる。
給付の訴えにおいては，自らがその給付を請求する権利を有すると主張する者に原告適格があ
る。

最高裁判所 平成２３年２月１５日 第３小法廷 判決（平成２１年（受）第６２７号）
　　マンションの管理組合（権利能力なき社団）が、区分所有者である被告らに対し
て、共用部分について管理組合の承諾を得ることなく改造工事等を行ったなどと主張
して，組合規約に基づいて、工作物の撤去等を主位請求として、損害賠償等を予備請
求とする訴えを提起した場合に、原審が、共用部分は区分所有者の共有に属するもの
であるから，本件各請求は区分所有者においてすべきものであると判断して，管理組
合の原告適格を否定して訴えを却下したのに対し、上告審が、管理組合の原告適格を
肯定して、原判決を破棄した事例。
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判旨には含まれていないが、次の先例もこれを前提にしている：最高裁判所 平成２７
年９月１８日 第２小法廷 判決（平成２５年（受）第８４３号）　　一部の区分所有者
が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部
分につき生ずる不当利得返還請求権が各区分所有者に帰属する場合に、本件管理規約
には，管理者が共用部分の管理を行い，共用部分を特定の区分所有者に無償で使用さ
せることができる旨の定めがあり，この定めは，区分所有者の団体のみが上記不当利
得返還請求権を行使することができる旨を含むものと解すべきであるから，各区分所
有者はこれを行使することができないと説示され、各区分所有者による行使が許され
ることを前提とする請求が棄却された事例。

マンションの改修工事にともない、Ｘの部屋の外の壁面に出窓風の飾り物が設置された。Ｘ
は、その飾り物の撤去をマンション管理組合に求めた。裁判所は、飾り物は外壁に強固に固定
され、建物に附合しており（民法242条）、マンション所有者全員の共有に帰していて、管理
組合にはその撤去の権限はないと判断した。訴えを却下すべきか。東京高裁昭和５８年２月２
８日判決・判例時報１０７５号１２１頁は次のように判断した：物権的請求として特定の物件
の撤去を求める訴えにおいて、当該物件の所有者その他の処分権限を有する者は被告適格を有
するが、それ以外の者は被告適格を有しない。これに対し、上告審の最高裁昭和６１年７月１
０日判決・判例時報１２１３号８３頁は、次のように判断した：　給付の訴えにおいては、そ
の訴えを提起する者が給付義務者であると主張している者に被告適格があり、その者が当該給
付義務を負担するかどうかは本案請求の当否にかかわる事柄である；被告適格を肯定してよ
い。
ＡとＢの共有不動産について、ＣがＢの持分を取得していないにもかかわらず、ＢからＣへの
持分移転登記がなされている。Ａが、自己の持分権に基づき、妨害排除請求権の行使として持
分移転登記抹消登記請求の訴えを提起する場合には、Ａの原告適格は肯定される。その上で、
Ａの持分権からそのような請求権が生ずるかが問題になり、これは本案の問題である。最高裁
判所 平成１５年７月１１日 第２小法廷 判決（平成１３年（受）第３２０号）はこれを肯定し
た。共有者がＢであるかＣであるかはＡの目的物の利用や費用負担の問題等に影響を及ぼすこ
とが考慮されたものと思われる。その請求権は、Ｂの持分権に基づく妨害排除請求権とは別個
であり、Ａの持分に基づく請求権を否定する判決が確定しても、Ｂが自己の持分に基づく請求
権を行使する訴えは影響を受けない（両訴の訴訟物が異なる上に、Ａ敗訴判決の既判力がＢに
及ぶことはない（115条1項参照））。Ｃは二重応訴の負担（Ａに対して勝訴しても、Ｂから
再度提訴された場合にＡに対する勝訴判決の既判力を援用することができないという負担）を
負うが、自己の持分権に基づいて単独で妨害排除をなすことについてのＡの利益は、それに優
越する。それゆえに、冒頭の設例とは対照的な解決になるのである。

もっとも、現行法上到底是認できない請求権（最高裁の確定判例により到底是認できないと考えられ
るようになった請求権を含む）を主張して、一定の給付を請求する訴えについて、訴えの客観的利益
が否定されるように、現行法上許容される請求権であるが、原告が請求権者になること又は被告が義
務者になることが現行法上到底是認できないような場合については、当事者適格（原告適格又は被告
適格）を否定し、訴えを却下すべきであるとする見解も有力であり、これを支持すべきである（［堤
*2011a］241頁は、そのような例として、私人を被告とする国家賠償請求の訴えを挙げる）。 

（ｃ）形成訴訟では、原告・被告となる者はおおむね法定されており、その者のみが当事者適格を有
する。

婚姻取消しの訴えを例にとれば、次のようになる。
原告適格者　　婚姻当事者、その親族または検察官（重婚及び再婚禁止期間に違反し
た婚姻の取消しの訴えについては、この外に、配偶者・前配偶者）に限定されている
（民法744条）。
被告適格者　　人事訴訟においては、身分関係の当事者の一方が訴えを提起する場合
には他方が被告となる（人訴12条1項）。第三者が提起する場合には身分関係の当事者
の双方または生存する一方が被告となる（同2項）。被告とすべき者が生存していない
場合には、検察官が被告となる（同3項）[28]。

会社法上の訴えについても、同法で事細かに規定されている。会社の組織に関する訴えにつき
828条2項・831条1項・832条・833条1項（以上、原告について）・834条（被告につい
て）、役員解任の訴えにつき854条・855条を参照。
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　ただし、次の場合には、その形成判決によって保護される原告の利益の有無・内容ならびに判決効
が拡張される第三者の利害等を考慮して、正当な当事者を判定しなければならない（［中野＝松浦＝
鈴木*1998a］133頁（福永））。

正当な当事者が法定されていない場合[23]。
当事者適格の定めが抽象的である場合　　行訴法9条[14]
当事者適格が法定されているが、文言上適格を有しない者にも適格を認めるべきであるとして
訴えが提起された場合

6.3　固有必要的共同訴訟の場合6.3　固有必要的共同訴訟の場合

一定の利害関係をめぐる紛争については、利害関係人全員につき一挙一律に解決する必要から、その
全員が共同で訴え、または訴えられねばならない場合がある。この場合には、その全員が一緒になっ
て初めて訴訟追行権を有し、各自単独では訴訟追行権を有しない。例えば、第三者の提起する婚姻取
消訴訟、無効確認訴訟においては、婚姻当事者が共に生存している限り、両者が共同被告にならなけ
ればならない（人訴12条2項）。その他については、共同訴訟の項で述べる。

6.4　団体の内部紛争の場合6.4　団体の内部紛争の場合

初めの一歩
Ｘは、宗教法人Ａ寺の代表役員であったが、退職願いを出した。Ｙが後任の代表役員に任命され、そ
の登記がなされた。その後に、Ｘが退職願いの提出は無効であると主張して、Ｙを被告として、「Ｘ
が宗教法人Ａ寺の代表役員の地位にあることを確認する」との判決を求める訴えを提起した。（銀閣
寺事件［百選*1998a］50事件を簡略化した）
Ｙを被告とするのが適当か。Ａ寺を被告とする必要はないか。

団体の構成員によって団体の代表者の地位が争われた場合に誰を被告にすべきかの問題を考えるあ
たっては、請求を認容する判決に対世的効力があることを前提にして、その判決により影響を受ける
者の手続上の利益をどのように保護するかを考慮しなければならない。次のような見解がある。

A. 団体説　　当該団体を当事者とすべきであり、かつそれで足り、利害関係を有する第三者の利
益は補助参加等を認めることにより図ればよいとする見解。これが判例、多数説である[1]。

B. 利害対立者説（代表者原則説）　　団体の決議の効力が争われている場合について、当該決議
の効力について原告と正反対の利害関係をもつ者とする説。例えば、取締役等選任決議の効力
が争われる場合には、その決議によって選任された取締役と代表取締役となる（固有必要的共
同訴訟）。その他の決議については、代表者が被告となる[24]。

C. 団体＋代表者説　　団体のほかに代表者も被告となりうるとする説。

判例は、団体説である。その根拠を最判昭和44.7.10民集23-8-1423 [8]は次のように説明する。

法人を当事者とすることが必要である　　法人を当事者とすることなく、当該法人の理事者た
る地位の確認を求める訴えを提起することは、たとえ請求を認容する判決が得られても、その
効力が当該法人に及ばず、同法人との間では何人も右判決に反する法律関係を主張することを
妨げられないから、右理事者の地位をめぐる関係当事者間の紛争を根本的に解決する手段とし
て不十分である。
法人を当事者とすれば足りる　　法人の理事者が、当該法人を相手方として、理事者たる地位
の確認を訴求する場合にあっては、その請求を認容する確定判決により、その者が当該法人と
の間においてその執行機関としての組織法上の地位にあることが確定され、この判決は対世的
効力を有するから、当該法人を相手方とすることにより紛争を根本的に解決することができ
る。

上記のことは、次のような団体の意思決定の効力を争う訴訟にも妥当する。

株主総会決議取消しの訴え（会社法831条1項）　　商法により規律されていた時代に、原告
は株主・取締役・監査役と明規されていたが、被告については明文の規定がなかつた（商法旧
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247条1項参照）。しかし、現在では、最高裁の考えに従い、当該株式式会社が被告になると
明規されている（会社法834条17号）。原告となる者については、831条で規定されており、
同条1項にいう「株主等」は、原則として「株主、取締役又は清算人」を指す（会社法828条2
項参照）。請求認容判決の効力は、第三者にも拡張されるが（会社法838条）、請求棄却判決
の既判力の拡張は規定されていない。
株主総会決議不存在・無効確認の訴え（会社法834条16号）
取締役会決議の効力を争う訴訟　　明文の規定はないが、この訴訟も許されており、被告とな
るのは会社である。

もっとも、会社法854条の役員解任の訴えは、会社と取締役との間の会社法上の法律関係の解消を目
的とする形成の訴えであるから、当該法律関係の当事者である会社と役員の双方を被告とすべき固有
必要的共同訴訟である（同法855条）。最高裁判所平成１０年３月２７日第２小法廷判決（平成８年
（オ）第１６８１号）（商法257条3項所定の取締役解任の訴えに関する先例である）。実質的理由と
して、次のことが挙げられている：この訴えにおいて争われる内容は、『取締役ノ職務遂行ニ関シ不
正ノ行為又ハ法令若ハ定款ニ違反スル重大ナル事実』があったか否かであるから、取締役に対する手
続保障の観点から、会社とともに、当該取締役にも当事者適格を認めるのが相当である。

6.5　第三者の訴訟追行6.5　第三者の訴訟追行

利益帰属主体以外の者が当事者となる場合がある。これには、次の2つの類型がある。

訴訟担当　　利益帰属主体（本人）以外の者（第三者）が自己の名で訴訟を追行し、（α）し
かも判決効が利益帰属主体にも及ぶ場合（115条1項2号）である。自己の名で訴訟を追行する
ので、代理関係ではなく、代位関係とも呼ばれる[5]。また、（β）訴訟担当者が担当資格を
失うと、訴訟手続は、新資格者が受継するまで、中断するのが原則である（124条1項5号・6
号。訴訟代理人がいる場合は例外となる。124条2項・58条2項・3項）[21]。例：

破産財団に属する財産は、破産者に帰属したまま破産管財人が管理処分権を取得し
（平成16年破産法78条）、その財産に関する訴訟は破産管財人が当事者となる（平成
16年破産法80条）。

固有適格　　訴訟追行者が固有の利益に基づき他人の権利関係について訴訟を追行する場合で
あり、判決の効力が利益帰属主体に及ばない。[26]

6.6　民衆訴訟6.6　民衆訴訟

民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求めて、原告が自己の法律上の
利益にかかわらない資格（例えば選挙人たる資格）で提起する訴訟を言う（行訴5条）。原告が訴訟
物たる権利関係について本案判決による確定について実質的利害関係を有する必要がない点が、通常
の訴訟と異なる重要な特徴である。

公職選挙法203条・204条・207条（選挙の効力・当選の効力に関する訴訟）
最高裁判所国民審査法36条（審査無効訴訟）
地自法242条の2（住民訴訟）

7　法定訴訟担当7　法定訴訟担当

意義
これは、利益帰属主体（本人）の意思に基づかずに、法律の規定によって、第三者が訴訟追行権を有
し、利益帰属主体の訴訟追行権が排除される場合を指す。訴訟追行の結果が本人に及ぶのが原則であ
るが、判決（特に敗訴判決）の効力を本人に拡張することの正当性の根拠・度合いは、各類型で異な
り、それに応じて、及ぼす範囲も異なる。

7.1　法定訴訟担当の類型7.1　法定訴訟担当の類型

（１）職務上の当事者
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法律上ある職務にある者が、その職務にあることに基づき、本来は自己と関係のない訴訟について当
事者適格を認められている場合。

本人が存在しない場合　　例えば、婚姻事件、養子縁組事件、親子関係事件においては、本来
の適格者の死亡後も訴訟を可能にするために、検察官が当事者となる（人訴12条3項）[27]。
本人が存在するが、訴訟追行できない場合　　例えば、後見監督人または後見人は、成年被後
見人の離婚訴訟・離縁訴訟・嫡出否認訴訟において、当事者となることができる（人訴法14
条）。身分行為は、代理に親しまないとの考えに基づき、法定代理ではなく、訴訟担当と構成
されていることに注意。判決効の拡張の根拠は、本人が訴訟をすることはできないので、判決
の効力を本人に全面的に及ばさないと、法律関係の処理ができない点にある。
本人が存在するが（訴訟追行も可能であるが）、本人に訴訟を追行させることが実際上 適当
でない場合　　例えば、船長は海難救助料に関する訴訟の当事者となり、彼が受けた判決の効
力は債務者（本人）に及ぶ（商法811条2項）

（２）包括的管理権者（これも職務上の当事者の一種であるが、その重要性に鑑み、独立の類型とし
てあげた）
他人の一定範囲の財産につき包括的管理処分権を与えられた財産管理人ないし代理人は、その財産に
ついて訴訟担当者となる。

破産財団に関する訴訟における破産管財人（平成16年破産法78条・80条）
外国倒産処理手続の承認に伴い管理命令が発せられた場合に、債務者の在内財産に関する訴訟
における承認管財人（外国倒産36条1項）
遺言執行者（民法1012条）　　民法1015条は、遺言執行者の行為の効果が権利帰属主体たる
相続人に帰属することを説明するために、相続人の代理人とみなしているが、訴訟法の領域で
は、遺言執行者は代理人ではなく訴訟担当者として当事者になるとするのが判例である
[7][30]。相続させる旨の遺言がなされた場合には、微妙な問題が生ずる[18]。

判決効の拡張の根拠は、（α）破産管財人について言えば、破産管財人に包括的な管理処分権を認め
る必要があることである。さらに、破産管財人は破産債権者に有利になるように破産財団所属財産を
管理・処分するが、その管理処分は破産者の利益にもなるのが通常であると期待できる。また、破産
管財人が勝訴の見込みが薄いと判断する場合には、彼はその財産を破産財団から放棄して破産者の管
理処分に委ねることができ、これによって破産管財人が敗訴判決を受けること自体を回避することが
できる。もっとも、後述のように破産管財人が独自の抗弁により勝訴した場合に、その判決効を利益
帰属主体と相手方との間に単純に拡張するわけには行かない。（β） 遺言執行者については、相続人
等は遺言執行者によって管理される財産を相続したのであり、敗訴の場合にその判決の効力を受ける
ことは相続の内容になっていると考えることができる。 

なお、相続財産管理人（民法895条2項・918条3項）については争いがあるが、判例によれば相続人
の法定代理人である。また、金融再生法による金融整理管財人は，被管理金融機関を代表し，業務の
執行並びに財産の管理及び処分を行うのであり（金融再生法１１条１項），被管理金融機関がその財
産等に対する管理処分権を失い，金融整理管財人が被管理金融機関に代わりこれを取得するものでは
ない（最高裁判所 平成１５年６月１２日 第１小法廷 判決（平成１４年（受）第８５３号））。 

（３）自己のための訴訟担当（担当者自身のための訴訟担当）
第三者の権利の実現ないし保全のために、利益帰属主体のもつ管理処分権が法律により第三者に与え
られ、その第三者が訴訟追行権を有することがある。

a. 権利帰属主体に権利行使の機会を与えることが要件となっているもの
役員責任追及訴訟の代表株主（会社法847条－853条／商旧267条－268条の3） 　　
会社の権利行使の機会付与は、会社法847条1項・3項で規定されている。

b. 権利帰属主体に権利行使の機会を与えることが要件となっていないもの（これについては、訴
訟担当説と固有適格説との対立があるが、現在のところ訴訟担当説が判例・多数説である）。

債権差押命令を得た差押債権者（民執155条1項・157条）
債権質権者の取立訴訟（民法367条）
債権者代位権に基づき債務者の権利を代位行使する債権者（民法423条）
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（４）その他
複数の受託者がいる場合の信託財産に関する訴訟は、受託者全員が共同訴訟人になる必要のある固有
必要的共同訴訟であるが、職務分掌の定めがある場合には、ある受託者が分掌する職務に関する訴訟
については、訴訟手続を単純にするために、その受託者のみが当事者とするのが適当である。この場
合でも、判決の効力を他の共同受託者に及ぼす必要があるので、当該受託者は他の受託者のために原
告または被告となる（信託法79条）。訴訟手続の単純化のための法定訴訟担当と言ってよい。

信託監督人は、受益者のために受益者に属する一定範囲の権利を自己の名において裁判上行使するこ
とができるが（信託法132条）、信託監督人を指定する者は信託行為をなす者である（同法131
条）。権利帰属主体（受託者）以外の者により訴訟担当者が選任（指定）されるのであるから、法定
訴訟担当に分類してよいであろう。

7.2　判決効の拡張等の若干の問題7.2　判決効の拡張等の若干の問題

自己のための訴訟担当の場合
判決効の拡張の根拠は、権利帰属主体に権利行使の機会を与えることが要件となっているか否かで異
なる。要件となっている場合（前記7.1（3）のａ）には、権利行使の催告にかかわらず権利を行使し
なかったことにより本人（会社）は自己に不利な判決効も引き受けたと評価できる。また、会社に訴
訟告知がなされ、参加の機会が与えられていることにも注意（会社法849条1項・4項／商旧268条2
項・3項）。要件となっていない場合（前記ｂ）には、そのような正当化の根拠があまり当てはまら
ない。第三者には、彼の利益になる範囲での訴訟追行しか期待できない。その訴訟追行から生ずる不
利な結果を本人に無条件に及ぼすと、本人の利益が害される虞がある。それにもかかわらず判例・多
数説が判決効の拡張を認めている。その実質的根拠は、拡張を認めなければ、相手方は訴訟担当者と
の訴訟に勝訴しても本人からの訴訟に再度応じなければならず、その不利益を相手方に課すのは公平
でないという点にある。それだけでは正当化の根拠として不十分であるとの立場から、次に述べる固
有適格説が主張される。 

固有適格説
この見解は、次の理由により、債権者代位訴訟など上記ｂの場合は訴訟担当ではなく、判決の効力は
利益帰属主体に及ばないと説く。

訴訟追行者は、固有の利益に基づき他人の権利関係につき訴訟を追行しているのであり、彼の
当事者適格を基礎付けるのは訴訟追行についての彼固有の利益である。訴訟追行者に訴訟物た
る権利について本来の意味での処分権限が与えられていると見ることはできない。
したがって、訴訟追行者が彼の利益のためにした訴訟追行から権利帰属主体に不利益な結果が
出た場合に、それを利益帰属主体に押し付けることは妥当でない。
相手方は二重応訴の負担を負わされることになるが、この不利益は、相手方が利益帰属主体を
訴訟に引き込むことによって回避することができる。相手方にかかるこの不利益よりも、判決
効の拡張により利益帰属主体にかかる不利益の方が深刻である。

なお、固有適格説の中にも、勝訴判決の効力は利益帰属主体に及ぼしてよいとの見解もあり、また、
訴訟担当説のなかにも、敗訴判決の効力を利益帰属主体に及ぼすべきでないとする見解（片面的拡張
説）もある。また、判決効の拡張を正当化するために、利益帰属主体への訴訟告知等を要求する見解
もある。

平成29年民法改正後の債権者代位訴訟
同改正により、債権者は、遅滞なく債務者に対して訴訟告知（民訴法53条1項）をすることが義務づ
けられた（民法423条の6）。訴訟告知は、「その理由及び訴訟の程度を記載した書面を提出」してな
されるので、その書面の提出・不提出にどのような効果を結びつけるかが問題となる。次のように考
えるべきであろう：訴訟告知は、債権者の当事者適格を基礎付ける要素の一つである；債権者が訴訟
告知の書面を裁判所に遅滞なく提出しない場合には、裁判所は訴えを却下することができる（もっと
も、却下の前に提出の催告をすべきである）；訴訟告知がなされないまま判決が確定した場合に、そ
の判決の効力は債務者には及ばない；訴訟告知がなされない場合には、相手方は、債権者に対して勝
訴しても再度債務者からの訴えに応訴しなければならないという危険を負うので、訴訟告知がなされ
るまで応訴を拒絶する権利を有し、また、裁判所は被告への訴状送達後も原告から訴訟告知書面が提
出されない場合には、その書面が提出されるまで、訴訟手続を進行させるべきでない（職権調査事項
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である）。

発展問題　　平成29年改正により、債権者代位権が行使された後でも、債務者は被代位権利について
「自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない」ことが明規された（民法423条の5）。しか
し、責任財産の減少につながる処分まで許容すべきではなかろう。もっとも、ここから更に議論を具
体的に進めるとなると、債権者取消制度で考慮されている取引の安全との調整が必要となり、議論は
かなり複雑になり、「責任財産の減少につながる処分まで許容すべきではない」と主張すること自体
にどの程度の意味があるのかも問題になる。次の場合をどのように処理すべきかが検討に値しよう
（以下では、被代位権利が金銭債権であるものとする）。債権者代位訴訟の提起後に債務者が被代位
債権を他に譲渡した場合に、債権者の第三債務者に対する取立請求は棄却されることになるが、その
代金又は代金債権が債務者の責任財産になるのであるから、譲渡代金額が適正である限り、債務者の
責任財産は全体として減少しないと考えてよい。他方、例えば無償譲渡であれば、債務者の責任財産
が減少する。そして、その減少を回復させるために債権者は詐害行為取消権を行使すべきであるとす
ると、債権者は債権の譲受人（受益者）を被告にして取消訴訟を提起する必要がある。受益者に価額
償還されるよりも財産を返還させる方がよい場合を想定すると、債権者は詐害行為取消請求認容判決
の確定後にあらためて第三債務者に対して代位訴訟を提起することになる。その後に債務者が再び被
代位債権を他の者に無償譲渡すると、同じ事が際限なく繰返しされる。そのような極端なことはめっ
たに生ずるものではなく、たとえ生じたとしても、債権者代位権の機能はその程度のものと割り切
り、債権者は債務名義を得て債権執行を申し立てるべきであると考えるか否か、それが問題になる。

独自の主張の提出の可否
法定訴訟担当の中には、担当者が独自の主張（特に抗弁）を出すことができる類型のものと、そうで
ないものとがある。

独自の主張が許される類型　　破産管財人は、破産者が有していた管理処分権を取得して行使
するが、同時に破産債権者の利益代表でもあるので、破産者とは異なる第三者性が認められる
場合がある。例えば、破産者が破産手続開始決定前に不動産を売却したが、所有権移転登記を
経ていない場合に、破産管財人は、買主との関係で、民法177条の第三者にあたる。破産管財
人がこの抗弁を提出して勝訴した後で破産手続が取り消された場合には、この判決を売主（元
破産者）と買主間に妥当させるべきではない。この場合には、既判力の標準時後に破産手続が
取り消され、破産管財人の独自の抗弁により守られるべき利益が消滅したことを買主は主張す
ることができるとすべきである。
独自の主張が許されない類型　　債権者代位訴訟おいては、相手方は債務者に対して主張する
ことができる抗弁をもって債権者に対抗することができる（民法423条の4）。それととも
に、代位債権者は債務者が主張できない主張を独自の主張として提出することができないとす
るのが最高裁判例の立場である（最高裁判所 昭和５４年３月１６日 第２小法廷 判決（昭和５
１年（オ）第４９号））。

当事者となりうる者の競合
法定訴訟担当者が訴訟を追行している間は、利益帰属主体は訴訟物たる権利関係について当事者とな
り得ないのが原則である（実体法上も管理処分権を有しないことが多く、当事者適格を有しない）。
しかし、特定不動産を特定の相続人に相続をさせる旨の遺言がなされ、当該不動産の登記名義が被相
続人以外の者にある場合に、最高裁判所 平成１１年１２月１６日 第１小法廷 判決（平成１０年
（オ）第１４９９号ほか）は、遺言執行者も相続人も当事者となりうることを認めた。もちろん、い
ずれが訴訟追行をしても、その結果である判決の効力は他方に及ぶべきであり、また、重複訴訟は禁
止されるべきである（142条）。相続人が自ら当該不動産について登記訴訟を提起した場合には、遺
言執行者に当事者適格を認める必要はない。他方、遺言執行者が登記訴訟を提起した後で、相続人が
自ら訴訟追行を望む場合には、相続人に訴訟を追行させるべきである。彼が、利益帰属主体として、
その訴訟の結果に より多くの利害関係を有するからである。この場合には、相続人は、訴訟承継の形
式で遺言執行者が提起している訴訟に参加することができ（49条の類推適用）、参加が有効になされ
た時点で遺言執行者は当事者適格を失うとしてよい（遺言執行者が脱退することが多いであろう）。

7.3　団体訴訟7.3　団体訴訟

（未執筆） 

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/civilCode/cvilCodeD2.html#P177
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/casebook/showa/54/s540316supreme.html
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/casebook/heisei/11/h111216supreme.html
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP133-178.html#P142
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文献：［長谷部*2001a］＝長谷部由起子「多数当事者紛争における当事者適格」『リーガル・エイド
研究（第7号）』（財団法人法律扶助協会、2001年3月30日）1頁-15頁

8　任意的訴訟担当8　任意的訴訟担当

文　献

福永有利「ドイツにおける当事者理論の変遷」関西大学法学論集17巻1号、3号（1967年）、5号、6
号、18巻2号（1968年）（同『民事訴訟当事者論』（有斐閣、2004年）2頁に収録）
福永有利「任意的訴訟担当の許容性」中田還暦記念『民事訴訟の理論・上巻』（有斐閣、1969年）
（同『民事訴訟当事者論』（有斐閣、2004年）294頁に収録）
福永有利「当事者適格の拡張とその限界──任意的訴訟担当に関する立法を中心として──」ジュリ
スト1028号（1993年）（同『民事訴訟当事者論』（有斐閣、2004年）319頁に収録）

用語法　「訴訟追行権」と「訴訟追行の権限」

「訴訟追行権」の語は、当事者適格と同義で用いられるほかに、これとは別の意味で使われること
がある。権利帰属主体が他者に「訴訟追行権を授与する」という文脈における「訴訟追行権」がそ
うである[22]。この文脈における「訴訟追行権」は、訴訟物たる権利・義務を管理する権能の一部
たる「訴訟追行の権限」であり、付与されると115条1項2号による既判力の拡張が正当化される権
限である。

「訴訟追行権」は、本来、「当事者適格」と同義で使われており、これは当事者の意思によって他
人に授与されるものではないから[19]、「訴訟追行権を授与する」という用語法は不適切であると
の見解が有力である。

この講義では、「訴訟追行権」の多義性は承認しつつも、本来の意味での「訴訟追行権」と「訴訟
追行の権限」の語を使い分けることにし、「訴訟追行の権限の授与」の簡約表現としては、「訴訟
追行権の授与」ではなく、「訴訟追行の授権」を用いることにする[17]。

8.1　意義と問題点8.1　意義と問題点

利益帰属主体の意思に基づき彼が指定した者に当事者として訴訟追行することが授権され、その訴訟
追行の結果が利益帰属主体に及ぶ場合を任意的訴訟担当という[4]。機能的には任意代理と大差がな
い。これを広く許容すると、暴力団員等が法的紛争に介入して不当な利益を貪ることを禁止しようと
した弁護士代理の原則（54条）ならびに訴訟信託の禁止（信託法11条）の趣旨が損なわれる。任意的
訴訟担当には、さらに、次のような問題点が含まれている。

任意的訴訟担当における訴訟費用は担当者について決定されるため、無資力な第三者に訴訟担
当させることにより相手方勝訴の場合に相手方が訴訟費用の償還を受けることができなくなる
危険性がある。
訴訟救助（82条）についても、訴訟担当者の財産状態が基準にされるとの見解によれば、被担
当者が裕福であっても担当者が無資力であれば付与されることになる。
相手方が被担当者に反訴請求（146条）をなしうる場合に、担当者が当事者として現れること
により、それがなしえなくなる。
被担当者は、本来は当事者尋問されるべきであるのに、証人として尋問される結果になる。

このような問題があるから制限すべきであるとする議論[12]と、社会の必要に応ずるべきであるとす
る議論とが時の流れの中で勢力の強さを交代させながら現れる[9]。いずれにせよ、任意的訴訟担当
は、一定の要件の下でのみ許される。 

任意的訴訟担当の理論は、利益帰属主体と特別な実体的関係にある者に提訴権（原告適格）を認める
実体規定が欠如している場合に、その不備の是正手段としても用いられる。例えば、業務執行組合員

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/premises2_m.html#22
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/premises2_m.html#19
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/premises2_m.html#17
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/premises2_m.html#4
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP1-60.html#P54
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP61-132.html#P82
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP133-178.html#P146
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/premises2_m.html#12
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/premises2_m.html#9
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が組合員全員のために訴訟をする場合や、債権の譲渡人が譲受人のために取立訴訟をする場合がそう
である。ここでは、提訴権の拡充を正当化するだけの関係が存在するか否かが重要である。 

本人の不利益引受の意思
被告の側の訴訟担当も許されるが、この場合には、敗訴の場合に本人が受ける不利益を考慮して、訴
訟追行の授権がなされているか否かを慎重に認定しなければならない。本人の義務の履行に関する訴
訟について他人が被告として訴訟担当するためには、本人がその者に実体法上の義務設定権限を与え
ていることが必要であるとする見解も有力である（［福永*1962a］354頁以下）。もっとも、このこ
とは原告についても当てはまる。訴訟担当者が本人の権利を訴えにより主張している場合に、原告が
敗訴すると、本人の権利は訴訟担当者により放棄されたのと同じ結果になるので、前記の見解によれ
ば、本人がその者に権利放棄権限を与えていることが必要となろう。

次のように要約してよいであろう：訴訟追行の授権が認定されるためには、本人が、担当者敗訴の場
合に自己に生ずる不利益（義務の存在の確定や、権利の不存在の確定）を引き受ける意思をもって、
訴訟追行の授権をしていることが必要である。

8.2　任意的訴訟担当の要件1 ── 許容規定がある場合、8.2　任意的訴訟担当の要件1 ── 許容規定がある場合、

訴訟担当を許容する明文の規定がある場合には、所定の要件が充足されることが必要である。
　（ａ）選定当事者（30条）　　　選定当事者の要件である「共同の利益」は、主要な争点が共通し
ていれば足りる（最判昭和33.4.17・民集12-6-873［百選*1998a］44事件－複数の債権者のために連
帯保証をした者に対して、債権者たちがそのうちの一人を当事者に選定して提訴してもらった事
案）。必要的共同訴訟や通常共同訴訟のうちの38条前段の場合はもちろん、38条後段の場合でも、主
要な争点が共通する限り「共同の利益」を肯定してよい（［百選*1998a］91頁（日々野））。

同一事故により損害を受けたＸ1からＸ20は、加害者のＹに対して損害賠償の訴えを提起することに
したが、訴訟関係の単純化のために、Ｘ1を当事者に選定し、Ｘ1が自己ならびに他の者の損害賠償
請求の訴えを提起することにした。

Ｘ1　　被選定者あるいは選定当事者（30条4項）
Ｘ2からＸ20　　選定者

Ｘ21は、Ｘ1からＸ20と同様な被害者であるが、自ら原告になって訴訟を追行していた。しかし、
訴訟追行の負担を減らすために、Ｘ21も自分の損害賠償請求権の訴訟追行をＸ1に任せることにし、
Ｘ1を当事者に選定した。これにより、Ｘ21は、当然に訴訟から脱退する（30条2項）。

Ｘ22は、損害賠償の訴えの提起をためらっていて、まだ訴えを提起していなかった。しかし、Ｘ1の
訴訟追行を見ていて勝訴の見込みがありそうなので、自分の損害賠償請求権の訴訟追行をＸ1に任せ
ることにし、Ｘ1を選定当事者（原告）に選定した（30条3項）。Ｘ1は、Ｘ22のための請求を追加
した（144条1項）。

　（ｂ）建物の区分所有等に関する法律第25条に定める管理者（同法26条4項）　　管理者は、裁判
外では区分所有者の代理人である（同法26条2項）。 

　（ｃ）債権の管理回収業務の委託を受けた債権回収会社（債権回収業法11条1項）[29]。　　弁護
士強制の原則がとられていることに注意（11条2項）。なお、債権回収業者に回収委託された債権の
取立訴訟において、被告は相殺の抗弁を提出することができるが、自働債権の支払請求の反訴を提起
することができなくなることに注意（他の場合以上に強く現れる不利益となろう）。 

　（ｄ）海難救助に関する訴訟における船長（商法811条2項）　　船長は、海難救助料の支払に関し
て裁判上および裁判外の行為について救助料債務者の代理人になることができるのみならず、自ら原
告または被告となることができる。海難救助料の債務者を訴訟開始時に特定できない場合があること
を考慮すると、船長が当事者となることができることは重要である。 

　（ｅ）手形の取立委任裏書による取立人（手形法18条1項）　　これについては、訴訟担当と理解
する立場と、法令による訴訟代理人と理解する立場（［中野*1994a］130頁注50）とが対立してい
る。しかし、取立委任裏書は、所持人にとって身近でない支払地に於ける手形呈示と任意弁済金の受

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP1-60.html#P30
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP133-178.html#P144
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/premises2_m.html#29
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領の不便を避けるための制度にすぎないと見るべきである。手形所持人が、取立訴訟に敗訴した場合
に生ずる不利益（権利不存在が確定される不利益）を引き受ける意思で取立権限を被裏書人に授与し
たと考えるのは適当でないから、訴訟追行の代理権も訴訟担当資格も否定すべきである[6]。

8.3　任意的訴訟担当の要件2－－許容規定がない場合8.3　任意的訴訟担当の要件2－－許容規定がない場合

法律に明文の規定のない場合には、次のような一般的要件の下で許される。

弁護士代理の原則、訴訟信託の禁止の趣旨に反するおそれがないこと[10]　　弁護士が訴訟代
理人に選任されている場合には、このおそれはない（［福永*1962a］333頁）。
訴訟担当を認める合理的必要があること　　必要性の有無の判定に当たっては、任意的訴訟担
当を許容する法規の要件が考慮されるべきである（→8.2）。また、任意的訴訟担当には、そ
れが正当に利用される場合でも前述（→8.1）のような危険性がつきまとうので、相手方にそ
れを甘受させるだけの正当性（相手方に生ずる不利益を上回る訴訟担当の必要性）がなければ
ならない[20]。

担当者が敗訴した場合には、被担当者は係争権利を喪失する結果となるので、被担当者からの授権は
そうした結果を承認する意思を含めた個別的授権が必要であり、単なる権利行使の授権（例えば、取
立授権）では不十分である。授権は、紛争発生後の授権でも、発生前からの授権でも、あるいは団体
の定款等に見られる包括的な授権でもよい。一つの意思表示のなかで、実体法上の権利の行使の授権
と共に、その権利について訴訟が必要になった場合の訴訟追行が授権されることが典型例である。し
かし、別個に授与されることもある。授権は、明示的であることが望ましいが、担当者と被担当者と
の間の実体的法律関係の中に黙示的な授権を認めることも許される（［堀野*1999a］2号282頁以下
参照）。 

任意的訴訟担当が許される場合として、次の場合がある[31]。

a. 民法上の組合の財産関係訴訟について、業務執行組合員や清算人 （最（大）昭和４５年１１
月１１日判決・民集２４巻１２号１８５４頁）

b. 権利能力のない社団・財団における代表者・管理人（入会団体について、最高裁平成6年5月
31日判決・民集48巻4号1065頁）

c. 外国国家が円建てソブリン債券を発行するに際して、日本の銀行との間で債券管理委託契約を
締結し、同契約中に≪債券の管理会社は，本件債権者のために本件債券に基づく弁済を受け，
又は債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限及び義務を
有するものとする≫等の授権条項が含まれ、これが目論見書や「債券の要綱」に記載されてい
た場合に、債券管理会社が債券保有者のために債券償還等請求訴訟を提起するとき（最高裁判
所 平成２８年６月２日 第１小法廷 判決（平成２６年（受）第９４９号））

d. 債権質権の設定者が質権者の委託を受けて取立訴訟をする場合（札幌地方裁判所 平成１６年
１２月２１日 民事第１部 中間判決（平成１６年（ワ）第１６１０号））

e. 債権譲渡について第三者に対する対抗要件を得ているが債務者に対する対抗要件を得ていない
債権譲受人に代わって、債権譲渡人が訴訟をする場合（動産・債権譲渡特例法4条1項参
照）。

f. 不動産の買主に対して第三者が所有権を主張して返還を求める場合に、売主が買主の授権を得
て買主のために訴訟を追行する場合（売主は、買主からの追奪担保請求（民法565条／旧561
条）を免れる点に利益を有する）。

最（大）昭和４５年１１月１１日判決・前掲
ＸらはＹ県知事の発注にかかる水害復旧工事の請負を共同で営むことを目的として、Ｍ企業体（民法
上の組合）を構成した。規約上、Ｘは建設工事の施工に関し企業体を代表して発注者等と折衝する権
限ならびに自己の名義で請負代金の請求、受領および企業体所属財産を管理する権限を有するものと
定められていた。Ｍ企業体はＹ県と請負工事契約を締結し、工事にかかったが、途中でＹは工事中止
を命じ、残工事を他の業者に発注するに至った。これによりＭに生じた損害の賠償をＸがＭを代表し
て訴求した。
最高裁は、次の理由により、Ｘの当事者適格を肯定した。
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（一般論）任意的訴訟信託は、民訴法が訴訟代理人を原則として弁護士に限り、また信託法11条が
訴訟行為をなさしめることを主たる目的とする信託を禁止している趣旨に照らし、一般に無制限にこ
れを許容することはできないが、当該訴訟信託がこのような制限を回避・潜脱するおそれがなく、か
つ、これを認める合理的必要がある場合には、許容するに妨げない。

（民法上の組合の場合）組合規約に基づいて業務執行組合員に自己の名で組合財産を管理し、組合財
産に関する訴訟を追行する権限が授与されている場合には、単に訴訟追行権のみが授与されたもので
はなく、実体法上の管理権・対外的業務執行権と共に訴訟追行権が授与されているのであるから、右
の一般原則に照らして、この任意的訴訟信託は許される。

次の場合については、争いがある。

1. 労働組合が組合員の労働者としての権利につき訴訟担当者になりうるか。

8.4　効果8.4　効果

適法な任意的訴訟担当がどのように扱われるかを、選定当事者について見てみよう。 

（ａ）選定（30条）

当事者適格　　当事者選定がなされると、選定当事者のみが当事者適格を有し、選定者は当事
者適格を失う。（α） 訴訟係属前に当事者選定がなされると、選定当事者が選定者全員の請
求について訴えを提起する。（β）共同の利益を有する複数の者が当事者となっている訴訟の
係属中にその内の一部の者が当事者に選定されると、選定者は訴訟から脱退し、選定当事者が
選定者の請求について訴訟を続行する（30条2項）。（γ）選定当事者Ｘが訴訟を追行してい
る場合に、共同の利益を有する者の内でＸを当事者に選定していない者ＡがＸを当事者に選定
すれば、ＸはＡの請求を追加することができる（144条1項）。被告について選定行為があっ
た場合も同様である（144条2項）
選定行為の取消し等　　選定者は、選定を取り消しまたは選定当事者を変更することができる
（30条4項）。
複数の選定当事者　　利益帰属主体は、複数の者を当事者に選定することができる。この場合
に、複数の選定当事者は固有必要的共同訴訟人となる。複数の選定当事者のうちの一部の者が
死亡その他の事由により資格を失うと、残りの選定当事者が訴訟を追行する（訴訟手続の中断
は生じない。124条1項6号参照）。

（ｂ）訴訟追行　　選定当事者は、機能的には任意代理人に類似する。そして、民事訴訟法では法定
代理に関する規定が代理の基本規定となっているので（59条参照）、法定代理人に関する規定のいく
つかが選定当事者に準用されている。

資格証明　　書面でしなければならない（規則15条2文）。
選定行為を欠く場合の処置　　当事者に選定されていない者が選定当事者として訴訟行為をす
る場合には、裁判所は補正を命ずる（34条3項・1項・2項）
選定の取消し・変更　　相手方に通知しなければ効力を生じない（36条2項）。また、裁判所
に書面で届け出ることが必要である（規則17条2文）。
訴訟代理権の不消滅　　選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合でも、選定
当事者により選任された訴訟代理人の訴訟代理権は消滅せず、彼は新たに当事者となる者のた
めに代理権を行使する（58条3項）。
手続中断・受継　　訴訟代理人がいない場合に、選定当事者の全員が死亡その他の事由により
資格を喪失すると、訴訟手続は中断し、各選定者は自ら訴訟手続を受け継ぐか、または、新た
に選定当事者を選定してその者に手続を受け継がせなければならない（124条1項6号）。

（ｃ）判決効の拡張　　選定当事者が追行した訴訟において下された判決の効力は、選定者の有利に
も不利にも及ぶ（115条1項2号、民執23条1項2号）。判決効拡張の正当化の根拠は、選定行為（被
担当者から担当者への授権）である[11]。逆に、Ａが先行する訴訟において当事者として受けた判決
の既判力は、その後にＡにより選定当事者に選定されたＸが追行する訴訟において、Ｘに及ぶ（これ
は、115条1項2号の裏の意味ということができる）。
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8.５　信　託8.５　信　託

財産を有する者（委託者）がその財産の管理の目的のために特定の者（受託者）に譲渡して、その者
がその目的（財産管理）の達成のために必要な行為をすべき旨の契約は、信託契約の一種であり（信
託法3条1号）、その信託は、管理信託と呼ばれる。管理信託にあっては、財産は受託者に帰属し、受
託者が財産管理の必要に応じて訴訟当事者になる。したがって、財産の帰属主体とは異なる者が訴訟
当事者となるわけではないので、受託者は訴訟担当者ではない。しかし、受託者は、委託者の財産の
管理のために訴訟当事者になるのであるから、機能上は、任意的訴訟担当に近い。 信託法は、「訴訟
行為をさせることを主たる目的」とする信託（訴訟信託）を禁止している（10条） 

集団的権利処理を可能にするための管理信託の強制
著作権法では、多数の権利者（実演家）の権利行使を可能にするために、文化庁長官が指定する団体
を通じてのみ権利行使ができるとされている権利がある（著作権法95条5項。対象となるのは、著作
隣接権の一部である二次使用料請求権）。この場合には、裁判外の権利行使も裁判上の請求もこの団
体が行う（同条8項）。著作隣接権者は権利行使を委託しない自由を有するが（同条7項参照）、権利
行使をする場合には指定団体に権利行使をさせなければならない（同条5項）。この場合の権利者と
指定団体と間の法律関係は、さまざまに構成することができようが、裁判上の権利行使のみならず裁
判外の権利行使も指定団体の名ですることを可能にする必要があるから、管理信託契約と構成するの
がよいであろう。信託される財産は、著作隣接権自体であっても、二次使用料請求権であってもよい
であろう。指定団体の当事者適格の根拠は、権利帰属主体であることにあるから、訴訟担当ではな
い。 ただし、もし仮に訴訟担当と構成できる場合があるとすれば、その訴訟担当は、権利者の意思に
基づくのであるから、法律により強制された任意的訴訟担当ではあるが、法定訴訟担当ではないと構
成すべきである。
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